
本市における区役所改革について 

 

１ 区役所改革の沿革 

 

時 期 沿 革 

平成 12年  4月  保健所及び生涯学習センターの区役所への組織編入 

平成 19年 12月  「区役所改革基本計画」を策定 

平成 20年  5月  区政運営方針 策定・公表（以下毎年度） 

平成 21年  4月 

平成 22年  3月 

 自主的・主体的な区政運営予算（各区 1,000万円）を計上 

 「新たな区役所改革計画」を策定 

平成 22年  4月 

 

 

      5月 

          10月 

 区役所に企画経理室を設置 

 税務事務を集約化 

 区役所窓口の整備を開始 

 緑区徳重支所を開設 

 熱田区役所内に証明書交付センターを開設 

平成 24年  4月  支所における福祉業務の拡充 

 

 

２ 「新たな区役所改革計画」の考え方 

 

  

○ 地域課題を主体的に解決できる地域の総合行政機関 

○ 区の自主性・主体性を発揮したまちづくりの推進 

○ 迅速で質の高い市民サービスの実現 

区役所の将来像 

区役所改革の方向性 

参考２ 



３ 「新たな区役所改革計画」の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 区役所改革を進める方針 

 地域課題の複雑・多様化により、「地域の行政機関」としての区役所の役割は高まっており、

区長の裁量がより発揮できる視点から、引き続き区役所改革を進めていく。 

■区の創意工夫を活かせる予算システムの構築 

 ・区長裁量予算を各区に１千万円を計上 (H21) 

 ・区役所が確保した収入の区役所予算化 (H22) 

■新たな組織・定員・人事システムの構築 

 ・区長裁量定員を各区に配置 (H25) 

 ・区長権限による柔軟な職員配置 (H21) 

■市民ニーズを的確に反映した区政運営の推進 

 ・区役所に企画経理室を設置 (H22) 

 ・地域委員会による住民自治の推進 (H21) 

■区ごとに設置している事務所等との連携強化 

 ・港区役所と港土木事務所の同一庁舎化 (H26) 

 ・区役所主幹の担当事務の拡充 (H23) 

■窓口サービス等のさらなる改善 

 ・全区で窓口の整備を実施 (H22～H24) 

 ・証明書交付センターの開設 (H22) 

■市民サービスの拠点の拡大 

 ・緑区役所徳重支所の開設 (H22) 

 ・支所における福祉業務を拡充 (H24) 
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(2) 区の総合行政機

能の強化 

(3) 窓口サービスの

向上と業務の効

率化 

(1) 区が自主性・主

体性を発揮でき

る仕組みづくり 


